
令和３年９月定例会  教 育 長 報 告 

 

行        事        表 

９月 ７日(火) 

９月１１日(土) 

９月１７日(金) 

９月２２日(水) 

〃    

９月２９日(水) 

１０月 ７日(木) 

１０月１９日(火) 

１０月２１日(木) 

  

市議会定例会（～３０日） 

教師ミニミニ体験開校式（二ツ井町庁舎 大会議室） 

第５７回能代市山本郡公民館大会（能代市文化会館） 

教育委員会定例会（新庁舎 会議室９・１０） 

能代市校長会第２回校長研修会（能代第一中） 

令和３年度 能代市教育委員会学校訪問（二ツ井小） 

登校時一声運動（二ツ井駅） 

令和３年度 能代市教育委員会学校訪問（第四小） 

教育委員会定例会（二ツ井町庁舎 庁議室） 
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議案第２６号 

 

能代市立小中学校通学区域に関する規則の一部改正について 

 

 能代市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

 

  令和３年９月２２日提出 

 

               能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也 

 

   能代市立小中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 能代市立小中学校通学区域に関する規則（平成１８年能代市教育委員会規則第１４

号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「規則は」の次に「、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第

５条第２項の規定により」を加え、「入学する」を「就学する」に、「入学すべき学

校」を「就学すべき学校（以下「就学学校」という。）」に改める。 

 第２条第２項を削る。 

 第７条を第８条とし、第６条を第７条とする。 

第５条中「学校を」を「就学学校を」に改め、同条を第６条とする。 

第４条中「第２条第１項の規定にかかわらず」を「学校教育法施行令第８条の規定

により」に、「学校」を「就学学校」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 児童生徒が在学中、別に定めるところにより、教育委員会から小規模特認校への

就学の承認を受けた場合は、就学学校の指定を小規模特認校に変更したものとみな

す。 

 第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、第２条の次に次の 1条を加える。 

 （就学学校の指定） 

第３条 能代市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、通学区域に基づき児

童生徒の就学学校を指定し、当該児童生徒の保護者に対して通知するものとする。 

２ 教育委員会は、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第３２条第

１項の規定に基づき、別に定めるところにより、小規模特認校への就学を承認した

児童生徒については、前項の規定にかかわらず、小規模特認校を当該児童生徒の就

学学校に指定することができる。 

 様式第１号中「第５条」を「第６条」に改める。 

 様式第２号中「第６条」を「第７条」に改める。 
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   附 則 

 この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

提案理由 

  令和４年度から通学区域外からの転入学を認める小規模特認校制度を実施するこ

とに伴い、小規模特認校を就学学校に指定する規定を加えようとするものである。 
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○能代市立小中学校通学区域に関する規則（平成１８年能代市教育委員会規則第１４号） 

新旧対照表 

改 正 前 改 正 後 

（趣旨） 

第１条 この規則は、能代市立小中学校に入学する児

童生徒の入学すべき学校を指定するために必要な事

項を定めるものとする。 

 

 

（通学区域） 

第２条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。 

２ 能代市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

は、入学する児童生徒の保護者に、就学学校を通知

するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （住所変更） 

第３条 教育委員会は、児童生徒が在学中、他の通学

区域に住所を変更したときは、就学学校を保護者に

通知するものとする。 

（指定変更） 

第４条 教育委員会は、特別の事由があると認めると

きは、第２条第１項の規定にかかわらず指定した学

校を変更することができる。 

 

 

 

 

 （指定変更の申請） 

第５条 保護者は、指定された学校を変更しようとす

るときは、就学学校指定変更申請書（様式第１号）

を教育委員会に提出しなければならない。 

 （指定変更の承認） 

第６条 教育委員会は、前条の申請を承認したときは、

就学学校指定変更承認通知書（様式第２号）により

保護者に通知する。 

（その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

別に定める。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、学校教育法施行令（昭和２８年

政令第３４０号）第５条第２項の規定により、能代

市立小中学校に就学する児童生徒の就学すべき学校

（以下「就学学校」という。）を指定するために必

要な事項を定めるものとする。 

（通学区域） 

第２条 児童生徒の通学区域は、別表のとおりとする。 

 

 

 

 （就学学校の指定） 
第３条 能代市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）は、通学区域に基づき児童生徒の就学学校を

指定し、当該児童生徒の保護者に対して通知するも

のとする。 

２ 教育委員会は、学校教育法施行規則（昭和２２年

文部省令第１１号）第３２条第１項の規定に基づき、

別に定めるところにより、小規模特認校への就学を

承認した児童生徒については、前項の規定にかかわ

らず、小規模特認校を当該児童生徒の就学学校に指

定することができる。 

 （住所変更） 

第４条 教育委員会は、児童生徒が在学中、他の通学

区域に住所を変更したときは、就学学校を保護者に

通知するものとする。 

（指定変更） 

第５条 教育委員会は、特別の事由があると認めると

きは、学校教育法施行令第８条の規定により指定し

た就学学校を変更することができる。 

２ 児童生徒が在学中、別に定めるところにより、教

育委員会から小規模特認校への就学の承認を受けた

場合は、就学学校の指定を小規模特認校に変更した

ものとみなす。 

 （指定変更の申請） 

第６条 保護者は、指定された就学学校を変更しよう

とするときは、就学学校指定変更申請書（様式第１

号）を教育委員会に提出しなければならない。 

 （指定変更の承認） 

第７条 教育委員会は、前条の申請を承認したときは、

就学学校指定変更承認通知書（様式第２号）により

保護者に通知する。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項

は、別に定める。 
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議案第２７号 

 

能代市立小学校小規模特認校制度に関する要綱の制定について 

 

 能代市立小学校小規模特認校制度に関する要綱を次のように定める。 

 

 

  令和３年９月２２日提出 

 

能代市教育委員会教育長  高 橋 誠 也    

 

能代市立小学校小規模特認校制度に関する要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、児童の個性や豊かな人間性を育むとともに、学校の教育活動の

活性化を図るために実施する、能代市立小中学校通学区域に関する規則（平成１８

年教育委員会規則第１４号。以下「規則」という。）第３条第２項及び第５条第２

項の規定に基づき、特色ある教育活動を実施する小規模校として定める小学校（以

下「小規模特認校」という。）に、市内全域から就学できる制度（以下「小規模特

認校制度」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（小規模特認校） 

第２条 小規模特認校は、能代市立浅内小学校とする。 

 （対象児童） 

第３条 小規模特認校制度により就学できる児童（以下「対象児童」という。）は、

小規模特認校の通学区域（規則第２条に規定する通学区域をいう。以下同じ。）外

の児童であって、市内小学校に在学中又は翌年度から就学する予定である児童とす

る。 

（就学可能人数） 

第４条 小規模特認校制度により就学できる児童の人数（以下「就学可能人数」とい

う。）は、能代市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が小規模特認校の校

長（以下「特認校校長」という。）と協議の上、毎年度、決定するものとする。 

 （就学の時期及び期間） 

第５条 小規模特認校制度により就学する時期は、原則として毎年４月１日とする。

ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。 

２ 小規模特認校制度により就学する期間は、卒業するまでとする。 

３ 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、小規模特認校制度により就学した児童
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が、やむを得ない事情により小規模特認校への就学が困難となった場合は、当該児

童の通学区域の小学校に就学させることができるものとする。 

 （就学の申請） 

第６条 小規模特認校制度による就学を希望する対象児童の保護者は、小規模特認校

就学申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

（面談） 

第７条 教育委員会は、前条の申請書が提出されたときは、特認校校長とともに保護

者との面談を実施するものとする。 

 （就学の承認等） 

第８条 教育委員会は、前条の面談の結果を基に、特認校校長と協議の上、就学の可

否を決定するものとする。 

２ 教育委員会は、申請のあった児童の人数が就学可能人数を上回るときは、教育委

員会が別に定める方法により選考を行うものとする。 

３ 教育委員会は、就学の可否の結果について、小規模特認校就学承認通知書（様式

第２号）又は小規模特認校就学不承認通知書（様式第３号）により、保護者に通知

するものとする。 

 （遵守事項） 

第９条 小規模特認校制度により就学する児童の保護者は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。 

 （１） 就学の承認を受けた小規模特認校の教育方針を理解し、学校活動に協力す

ること。 

（２） 卒業まで、児童を小規模特認校に就学させることに努めること。 

（３） 通学にあたっては、特認校校長と協議の上、保護者の負担と責任において

行うこと。 

（就学の取消し） 

第１０条 教育委員会は、就学を承認した後において、保護者の申請内容及び面接内

容が事実と相違していると認められたとき又は就学の目的に沿わない事由が生じた

ときは承認を取り消し、小規模特認校就学取消通知書（様式第４号）により、保護

者に通知するものとする。 

 （中学校への入学） 

第１１条 小規模特認校制度により就学した児童が進学する中学校については、当該

児童の通学区域の中学校とする。 

（委任） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 
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   附 則 

 この告示は、令和３年１０月１日から施行し、令和４年４月１日以後に小規模特認

校制度により就学する児童について適用する。 

 

提案理由 

  令和４年度から通学区域外からの転入学を認める小規模特認校制度を実施するこ

とに伴い、就学手続き等について定めようとするものである。 
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様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

 

能代市教育委員会 様 

                          

保護者 住  所  

氏  名  

                       電話番号  

                       （児童との続柄         ） 

 

小規模特認校就学申請書 

 

小規模特認校への就学について、下記により申請します。 

 

記 

 

児 
 
 
童 

フ リ ガ ナ 
 

男 ・ 女 
氏 名 

 

生 年 月 日     年    月    日生 

希 望 学 年 能代市立浅内小学校  第   学年 

就 学 希 望 期 間   年  月  日 ～     年  月  日 

通学方法・通学時間 
徒歩  自家用車  その他（            ） 
 
通学時間（    分） 

小規模特認校への就学を希望する具体的理由 
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様式第２号（第８条関係） 

記号及び番号 
     年  月  日 
 

            様 

 

                          能代市教育委員会  印 

 

小規模特認校就学承認通知書 

 

小規模特認校への就学について、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

児 
 
 
童 

フ リ ガ ナ 
 

男 ・ 女 
氏 名 

 

生 年 月 日     年    月    日生 

保 
 
護 
 
者 

氏   名 
 児童との 

続柄 
 

住   所 
 

電 話 番 号 
 

特認校及び学年 能代市立浅内小学校  第   学年 

就 学 期 間    年  月  日 ～     年  月  日 

遵 守 事 項 

(1)就学の承認を受けた小規模特認校の教育方針を理解し、学校活動

に協力すること。 

(2)卒業まで、児童を小規模特認校に就学させることに努めること。 

(3)通学は、当該校長と協議の上、保護者の責任と負担において行う

こと。 

備 考  
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様式第３号（第８条関係） 

記号及び番号 
     年  月  日 

 

            様 

 

                          能代市教育委員会  印 

 

小規模特認校就学不承認通知書 

 

小規模特認校への就学について、下記のとおり不承認とします。 

 

記 

 

児 
 
 
童 

フ リ ガ ナ 
 

男 ・ 女 
氏 名 

 

生 年 月 日     年    月    日生 

保 
 
護 
 
者 

氏   名 
 児童との 

続柄 
 

住   所 
 

電 話 番 号 
 

不承認とした理由  
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様式第４号（第１０条関係） 

記号及び番号 
     年  月  日 
 

            様 

 

                          能代市教育委員会  印 

 

小規模特認校就学取消通知書 

 

小規模特認校への就学について、下記のとおり取り消します。 

 

記 

 

児 
 
 
童 

フ リ ガ ナ  

男 ・ 女 
氏 名 

 

生 年 月 日     年    月    日生 

保 
 
護 
 
者 

氏   名 
 児童との

続柄 
 

住   所 
 

電 話 番 号 
 

特認校及び学年 能代市立浅内小学校  第   学年 

取 消 期 日   年    月    日 

取 消 理 由  
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